
新型コロナウイルス感染症に係る 

スポーツ少年団活動について 

 

本件につきましては、３月 18日付で通知させていただいておりますが、本県の

感染者数は、依然として高止まりが続いているものの、医療提供体制の状況は改

善傾向にあります。 

つきましては、4月 9日（土）以降のスポーツ少年団活動については下記のと

おりとなりますので、引き続き感染防止に係る団指導者及び団員、保護者の意識

を高め、感染防止対策の徹底に一層留意していただきますよう、お願いいたしま

す。 

関係者の皆様には、様々な対応によるご負担をおかけいたしますが、ご理解・

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

○４月９日（土）からの少年団活動については、国や県及び各競技団体が作成

したガイドライン等を踏まえ、競技特性や活動内容に応じ、指導者または責任

者立ち合いの下、競技の特性や活動内容に応じた感染防止対策を徹底した

上で、通常の活動を実施することとする。 

 

○対外試合等、他チームとの交流は県内外を問わず実施を可とする。 

合同練習、練習試合の実施に際しては、各地域の感染状況を踏まえ、感染防

止対策を講じた上で行うこととする。また、実施する場合は、参加する団員、保

護者の同意を得ることとし、同意が得られない場合もしくは、実施予定地域が

緊急事態宣言発令地域等になった場合は、延期又は中止とする。 

なお、宿泊を伴う活動については、自粛とする。 

 

○全国大会、関東大会及びその予選会等への参加は可とする。 

  ただし、活動を担当する指導者のみで実施を判断するのではなく、団として

責任を持ってその必要性を団関係者と協議し慎重に判断する。 
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